
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税、契約者貸付等がある場合の生命保険金 

Ｑ：先日、父が亡くなり、生命保険金を受

け取りましたが、契約者貸付があったようで、

その分が差し引かれて入金されました。相続

税の申告においては、どのように取り扱われ

ますか？ 

 

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

相続税では、生命保険金に一定の非課税金

額が認められていますので、契約者貸付金等

の取扱いが気になるところですが、それにつ

いては、次のように取り扱うこととされてい

ます。 

 ①被相続人が保険契約者である場合 

  保険金受取人は、その契約者貸付金等の額

を控除した金額に相当する保険金を取得し

たものとなり、その控除に係る契約者貸付

金等の額に相当する保険金及びその控除に

係る契約者貸付金等の額に相当する債務は、

いずれもなかったものとなります。 

②被相続人以外の者が保険契約者である場合 

  保険金受取人は、その契約者貸付金等の額

を控除した金額に相当する保険金を取得し

たものとなり、その控除に係る契約者貸付

金等の額に相当する部分については、保険

契約者がその相当する部分の保険金を取得

したものとなります。 

契約者貸付金等とは、保険契約者に対する

貸付金もしくは保険料の振替貸付けに係る貸

付金又は未払込保険料の額(いずれもその元

利合計金額)をいいます。 
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